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（1）「所沢市内循環バス「ところバス」の運行経路の変更について」

の答申について（報告） 

（2）平成27年度所沢市内循環バス「ところバス」の実績等について 

（3）所沢市の地域公共交通について 

（4）その他 



会 議 資 料 

 

1 答申書の写し 

2 平成27年度ところバス乗降量調査結果 

3 本市の地域公共交通の方向性（中間とりまとめ案） 
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様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

企画総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

1 開会 
・会議成立の報告 

・会長あいさつ 

・委員の変更の報告 

・会議の公開の確認  

・傍聴希望者の確認 ※傍聴者 ２名 

・配布資料の確認 

・関係課職員の出席確認（交通安全課） 

 

2 議事  

以下、尾崎会長が議長となり進行 

 

（１）「所沢市内循環バス「ところバス」の運行経路の変更について」の答申に

ついて（報告） 

 

議題（１）について、事務局から説明をお願いしたい。 

 

平成２７年度第４回地域公共交通会議において、「所沢市こどもと

福祉の未来館」へのところバス西路線（新所沢・三ヶ島コース）の

乗り入れについて協議のうえ、了承いただいた。但し、当施設の予

想される主な利用者の特性を鑑みると、市民サービスのさらなる向

上という観点で、ところバスだけではなく、タクシーといったその

他の交通手段等によるアクセスについても、配慮していく必要があ

ることから、資料１の内容で答申がまとまったところである。 

 

※答申書の読み上げ 

 

事務局の説明のとおり、会議でのご意見等をもとに、答申の文言を整

理した。答申の内容についてご意見等あれば受け付けたい。 

 

【特に意見等なし】 

 

今後、留意事項３点については、市の方できちんと対応していただ

きたい。 



 

 

 

議長 

 

事務局 

 

交通安全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成２７年度所沢市内循環バス「ところバス」の実績等 

について 

 

議題（２）について、事務局から説明をお願いしたい。 

 

担当部署である交通安全課から説明させていただきたい。 

 

平成２７年度の実績であるが、利用者数は391,099人で平成２６年

度（373,518人）と比較して 4.71％増加した。運行経費は

150,673,124円、運行収入は37,408,028円、市から西武バス株式会

社へ支払った運行補償料は113,265,096円であった。単純計算であ

るが、1日当たり1,086人の利用があり、1人に対する経費は約290

円であった。 

次に、乗降量調査について報告させていただく。今年の2月から3

月にかけて、交通安全課職員がところバスに乗車し、乗降量調査を

行った。今回の調査で特に利用が多かった区間は山口循環、吾妻循

環の吾妻まちづくりセンターから所沢駅西口まで、西路線の狭山ヶ

丘東口から新所沢駅・航空公園駅まで、柳瀬循環の航空公園駅から

東所沢駅・卸売市場までなどとなっている。総じて、西武池袋線と

西武新宿線に挟まれた地域で、路線バスが運行していないところは

利用が多い傾向にあると思われる。一方で、利用が少なかった区間

は、吾妻循環の所沢駅東口から保健センターまで、柳瀬循環のさき

ほど述べた利用が多い区間以外のところ、山口循環コースの最終便

（全体的には利用は多い）、西路線の三ヶ島地域（特に路線バスが

運行しているところ）などとなっている。 

 

 事務局でも乗車し、利用者へ話を聞いてみたが、増便を望む声も

あったなかで、「増便すれば経費が増大するのであるから、このま

までよい。バスの時間に生活を合わせる」という意見もあった。乗

車してみて、利用者が多い区間と少ない区間が結構明確になってい

ると感じた。将来的には、利用者が少ない区間については、コース

をコンパクト化し、利用者の多い区間にバスを回す方法も考えられ

るが、１つのコースを見直すと他のコースにも影響が波及してしま

う現在のところバスの運行形態を考えると、早期の対応は難しい。

まずは、ところバスの利用啓発に努めていきたい。 

 



議長 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

交通安全課 

 

 

 

 

 

委員 

 

交通安全課 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

乗降量調査等について、質問、意見等あれば受け付けたい。 

 

コミュニティバスの性質上、利用者が少ないから簡単に廃止という

ことはないであろうが、片方を増やすことで片方を削るということ

はありうるのか。 

 

今までの協議において、路線の長大化が課題であるため、将来的に

は、ところバスのコースをコンパクト化し、小型車両の活用など代

替手段を検討するという結論に至っている。但し、詳しくは議題

（３）で述べるが、今後は、コースの変更等に際しては、事業者や

地域住民も交えて検討していくべきである。 

 

ところバス利用案内を見ると、各バス停について、車椅子の乗り降

りの可否が記されている。どのような考えに基づいているのか。整

備計画はあるのか。 

 

車椅子の利用については、全てのバス停において乗降可能であるこ

とが理想であるが、現実的には歩道が狭く、車椅子が通れないなど

物理的に利用不可能なバス停も多くあるのが現状である。利用状況

も見ながら必要に応じて、道路管理者等との調整が必要となってく

るが、現時点では具体的な整備計画はない。 

 

可否の基準はあるのか。 

 

基本的には、個別のバス停ごとに、歩道等が車椅子の通れる幅があ

るかやバスへの乗降が可能なスペースがあるかどうか、さらにバス

を待っていて危険がないかどうかなどで判断している。 

 

まず、ところバスは運賃も安く、様々な要望に応える形で、あちこ

ちを巡り巡っている状況であり、まして、多額の税金を使って運行

しているのだから、利用者は時間がかかるのは甘受すべきである。 

今後、コンパクトにしていくことは大賛成であるが、以前に多聞院

までところバスを利用したが、路線バスも含め、帰りの時間が合わ

ず、複数人でタクシーを利用したところ意外と安く済んだ。公共交

通という観点では、バスの議論だけではなく、気軽に利用できる乗

合タクシーなどの議論も必要である。 
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事務局 

 

 

 

 

 

西武バス株式会社に確認したいが、所沢駅西口の降車場所は決まっ

ているのか。バスによって降車場所が違うときがある。このような

点はバスの利用のしやすさという観点では問題である。 

 

所沢駅西口の降車場所は交番の前であり、降車場所が変わるとき

は、基本的には、駐車車両がある場合など、安全面の配慮からやむ

を得ない場合のみであると認識しているが、意見をきちんと現場に

伝えたい。 

 

路線バスでの乗降量調査の方法はどのようにやるものなのか。 

 

方法の１つのとして、ICカードの利用履歴の活用し、乗車区間の調

査する方法がある。この方法では、現金や定期券を利用する乗客の

データ収集は難しいが、路線バスの場合、乗客の８～９割が ICカ

ードを利用している。 

 

乗降量調査のデータは検討材料として大変重要である。可能な限り

継続的な実施をお願いしたい。 

 

（３）所沢市の地域公共交通について 

 

議題（３）は、前回の続きである。事務局から説明をお願いしたい。 

 

本日も、前回に引き続き、本市の地域公共交通の方向性について協

議いただきたい。今日で「中間とりまとめ」をまとめ、次回からは

最終答申の作成に向け、より具体的な検討を行っていただきたい。 

 

前回と内容が少し変わっている。それでは、結論が△の部分を協議

していきたいが、その前に◎と○の違いは何か。 

 

まず◎となっている№１・４・７については、前回の会議で了承い

ただいた内容と全く変わっていない項目である。○については、前

回の会議でおおむね了承をいただいた内容であるが、意見等をもと

に一部修正、内容を具体化した項目である。 

 

※№２・５を説明 



議長 
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事務局 

 

 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

質問、意見等あれば受け付けたい。 

 

№２（２）の「より一層強化する」の表現に違和感を感じる。 

 

今後、ところバスの運行をお願いしている西武バス株式会社から具

体的な提案などもいただきながら、連携して改善に取り組んで行き

たいという趣旨で、このような表現とした。 

 

市民生活に欠かせない公共交通サービスの提供は事業者と市の双

方からなされるべきであり連携が図られなければならない。事業の

改善提案なども片側からだけではないのではないか。 

 

そのとおりであるが、ところバスが西武バス株式会社に運行を委託

している以上、連携することは当然であり、既に実施していること

ではないか。この表現であると、どうしてもこれからは市が西武バ

ス株式会社に提案してもらうニュアンスにとれてしまう。市の姿勢

が問題であり、市民の立場からすると、まずは市が主体となって検

討、提案していくぐらいの心構えでなくては納得がいかない。西武

バスはあくまで１民間企業であり、双方が肩を並べてしまうのでは

なく、軸が所沢市にならなければいけない。「（市は）西武バスと

協力し、ところバスのサービスを充実させていく」などの表現が良

い。 

 

そもそも「西武バスとの連携強化」に主眼が置かれている表現がわ

かりづらくしてしまっているのではないか。ご指摘のとおり、目的

は市がところバスのサービスを向上させることである。 

 

おおよそみなさんが考えていることは一致していると思われるが、

もう一度、公共交通を維持して行くうえで、市と交通事業者が協力

することは欠かせないということを念頭に置いたうえで、事務局で

文言を調整していただきたい。 

 

了解した。 

 

№５については、これで問題ないか。 
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【特に意見等なし】 

 

それでは、△の項目について、事務局から説明をお願いしたい。 

 

まず、関連している№３と９をまとめて説明する。 

今後は、ところバスにしても、新たな交通手段を検討していくにし

ても、地域の事情に即した形での運行が望まれるのではないか。そ

のようなことから、地域住民との協働により、地域ごとに路線やコ

ースを検討していくという方向性でまとめた。 

 

まずは方向付けということで、今後、具体的な議論をしていくとい

うことなのか。 

 

そのとおりである。 

 

№３と９について、質問、ご意見等あれば受け付けたい。 

 

№９の地域住民が関わる方向性は良い。 

 

№９は、今までところバスの路線・コースを変更する際の検討過程

で市民が関わる仕組みがなかったので、このような方向性を提案さ

せていただいた。ただし、いきなり地域を巻き込んで検討していく

というのではなく、まず市が地域の声を聞きにいくなど、段階的に

地域との関わりを深めていくことを考えている。№３（２）につい

ても、現状のところバスの運行形態では、困難な部分も多いが、地

域住民と検討していく方向性である以上、従来の市全域で検討する

のではなく、地域や路線ごとに柔軟にコースやダイヤを変更できる

ような仕組みを考えていかなければならない。 

 

今後、市が交通施策に取り組んでいくうえで、地域の意見を聞くの

も重要であるが、それだけではなく、例えば、地域ごとの高齢化率

は高齢者支援課が把握しており、市役所内で、一定の情報は得られ

る。また、ところバスの調査時においても、単に乗降者数を数える

だけではなく、バスに乗らない原因である「目的地まで所要時間が

かかる」「バス停で長い時間待つ」といった現状が高齢者などの交

通弱者にとってはどれだけ負担であるかを見ながら、コースをコン
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パクト化するのが良いのか、長い時間待っても大丈夫なように、バ

ス停の環境を整備する方向が良いのかなどを考えながら乗っても

らいたい。近い将来、高齢化率がますます上がって行く現状を認識

し、きちんと将来を見据えたうえで、市役所の各部署がきちんと連

携し、情報共有をしながら施策を進めてもらいたい。 

 

今の意見は大変貴重である。答申に反映させていきたい。 

 

結論に「検討する」という表記が多く見られるが、誰がいつまでに

というのは記載しないのか。 

 

この会議の当面の目標としては、今年度末、或いは来年度早々に答

申をいただくことになると思うが、誰がいつまでにというような具

体的な内容については、次回以降の会議で協議していきたい。 

 

先ほどの事務局の説明でも、今回の会議で「中間とりまとめ」をま

とめ、次回の会議からより具体的な検討を行っていきたいとの説明

があった。 

 

その他に意見等がなければ、№３と９については、概ねこの内容で 

いきたい。 

 

引き続き、№１０について、事務局から説明をお願いしたい。 

 

№１０については、新しい交通手段を導入する際や、ところバスに

ついて、例えば駅への所要時間が短縮したり、増便が実現したりな

どにより利便性が向上したと考えられる際には、併せて現行の運賃

の見直しについても協議できないかという趣旨である。 

 

№１０について、質問、意見等あれば受け付けたい。 

 

地域公共交通会議でも、運賃についての協議はするのか。 

 

仮に、将来的に地域との協働の仕組みが整えば、まずは地域の考え

を取り入れ、地域公共交通会議で最終的な判断を行う流れになる。 
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その他に意見等がなければ、№１０については、概ねこの内容で 

いきたい。 

 

引き続き、№１１について、事務局から説明をお願いしたい。 

 

地域によっては、市外の駅へアクセスしたいという意見もあり、実

際に、狭山市、入間市、東村山市、清瀬市のコミュニティバスや三

芳町のデマンド交通が所沢市の近くまできていることもあり、今後

は隣接自治体と連携し、コミュニティバスなどの乗り入れを研究し

ていきたいという趣旨である。 

 

市民の利便性を考えれば、生活圏は市内で完結するとは限らず、所

沢市民でも生活の中心は、入間市や狭山市といった方もいる。コミ

ュニティバスの路線再編の際には、そのような事情も勘案しなが

ら、確実に利用者が増えることが期待できる場合などは、ぜひ市域

を超えた路線の設定も検討していただきたい。なお、当然ながら路

線バスは、市域にとらわれることはなく、利用者の利便性を最優先

にやっているので、そのようなことも含めて事業者側から助言等さ

せていただければと思う。所沢市を含め近隣自治体のコミュニティ

バスは西武バスが担っていることから、連携も図りやすいのではな

いか。 

 

その他に意見等がなければ、№１１については、この内容でいきた

い。 

 

これで、結論が△の項目について、議論を終えるが、一部追記すべ

き意見等があったが、方向性については了承いただいたということ

でよろしいか。 

→一同了承 

 

（４）その他について 

 

（４）その他について事務局から説明をお願いしたい。 

 

本日いただいた意見を参考に、引き続き検討していきたい。 

次回の会議は８月１８日（木）午後２時３０分からを予定している。 



議長 

 

企画総務課長 

 

 

意見等がなければ、以上で議事を終了する。 

 

以上で、平成２８年度第１回所沢市地域公共交通会議を終了する。 

 

以上 

 

 

 


